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コンサルタント等契約（業務実施単独型）（2025年10月29日）
これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

25a00332000000
パキスタン国アボタバード市内水道事業管理能力向上プロジェクト詳細計画策定調査（水道
技術 水道事業経営）

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

公示日（予定） 2025年11月5日 地球環境部水資源グループ
業務実施契約（単独型）－調査団
参団

履行期間（予定） 2025年12月15日 2026年2月27日 企画競争

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

【背景】 

パキスタン国ハイバル・パフトゥンハー州アボタバード市における、2021年時点の基本的な飲
料水供給サービス普及率は79.7％に留まり、同州の中でも特に低い。給水サービスは隔日3時
間の時間給水に留まるなど低いことから、社会安定性のためにも基礎インフラ整備や社会サー
ビス向上が急がれる。アボタバード市では、アボタバード水道衛生公社が設立され、市街地へ
の給水サービスを開始した一方、限定的な給水時間、固定料金制かつ極めて低い料金設定、慢
性的に赤字で補助金に依存した財務状況、不十分な水質検査体制、運転維持管理能力の不足な
ど、技術面・財務面で複数の問題を抱えている。収入が不十分であるため、給水サービスの改
善のための設備投資を十分に行えず、更に給水サービスが低下する、という悪循環に陥ってい
る。上記の問題を解決し、アボタバード市の上水道サービスを改善するため、パキスタンは
JICA に対して技術協力プロジェクトの実施を要請した。 

【目的】 

　本詳細計画策定調査では、プロジェクトの内容や実施体制を検討するための情報を収集・分
析・整理した上で、パキスタン側関係機関とプロジェクトの内容や実施体制を協議し、プロ
ジェクトに関わる合意文書締結を行うことを目的とする。 

【活動内容】 

　本業務の業務従事者は、技術協力プロジェクトの仕組み及び手続き等を十分に把握の上、調
査団員として参団予定のJICA職員等と協力しつつ、水道技術／水道事業経営に関するデータ、
情報を収集、整理し、分析する。本業務従事者は、担当分野に係る報告書（案）を作成する。

【業務担当分野】 

水道技術／水道事業経営 

【人月合計】 

約1.2人月 

【現地派遣期間】 

2026年1月19日～2月7日を予定しています。 

【渡航回数】上記1回 

【その他留意点】 

・詳細計画策定調査は、別途JICAで契約する「評価分析」の団
員と同期間に実施するものとします。 

・プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。
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コンサルタント等契約（業務実施単独型）（2025年10月29日）
これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）
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履行期間（予定） 2025年12月15日 2026年2月27日 企画競争

【背景】 

パキスタン国ハイバル・パフトゥンハー州アボタバード市における、2021年時点の基本的な飲
料水供給サービス普及率は79.7％に留まり、同州の中でも特に低い。給水サービスは隔日3時
間の時間給水に留まるなど低いことから、社会安定性のためにも基礎インフラ整備や社会サー
ビス向上が急がれる。アボタバード市では、アボタバード水道衛生公社が設立され、市街地へ
の給水サービスを開始した一方、限定的な給水時間、固定料金制かつ極めて低い料金設定、慢
性的に赤字で補助金に依存した財務状況、不十分な水質検査体制、運転維持管理能力の不足な
ど、技術面・財務面で複数の問題を抱えている。収入が不十分であるため、給水サービスの改
善のための設備投資を十分に行えず、更に給水サービスが低下する、という悪循環に陥ってい
る。上記の問題を解決し、アボタバード市の上水道サービスを改善するため、パキスタンは
JICA に対して技術協力プロジェクトの実施を要請した。 

【目的】 

　本詳細計画策定調査では、プロジェクトの内容や実施体制を検討するための情報を収集・分
析・整理した上で、パキスタン側関係機関とプロジェクトの内容や実施体制を協議し、プロ
ジェクトに関わる合意文書締結を行うことを目的とする。 

【活動内容】 

　本業務の業務従事者は、技術協力プロジェクトの仕組み及び手続き等を十分に把握の上、調
査団員として参団予定のJICA職員等と協力しつつ、担当分野に係る協力計画策定及び評価６基
準に基づく事前評価に関するデータ、情報を収集、整理し、分析する。また、準備・現地・整
理業務の全工程は、ジェンダー平等と女性のエンパワメントを推進する視点に立って、調査分
析・検討する。本業務従事者は、他の課題を担当業務とする業務従事者が作成する報告書
（案）を含めた報告書（案）全体の取りまとめに協力する。

【業務担当分野】 

評価分析 

【人月合計】 

約1.2人月 

【現地派遣期間】 

2026年1月19日～2月7日を予定しています。 

【渡航回数】上記1回 

【その他留意点】 

・詳細計画策定調査は、別途JICAで契約する「水道技術／水道
事業経営」の団員と同期間に実施するものとします。 

・プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。

25a00334000000
パキスタン国アボタバード市内水道事業管理能力向上プロジェクト詳細計画策定調査（評価
分析）

公示日（予定） 2025年11月5日 地球環境部水資源グループ
業務実施契約（単独型）－調査団
参団
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

コンサルタント等契約（業務実施単独型）（2025年10月29日）
これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）
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担当部課 業務種別
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履行期間（予定） 2025年12月15日 2026年2月27日 企画競争

【背景】 

スリランカでは人・貨物輸送の90％以上が道路網に依存しており、特に西部州のコロンボ都市圏では交通
量の急増により深刻な渋滞が発生していた。JICAは2012～2015年にコロンボ都市交通調査プロジェクト
（以下、CoMTrans）を実施し、上記のような交通量の増加を前提に2035年を目標とする都市交通計画
（CoMTrans都市交通マスタープラン）を策定した。しかしながら、スリランカでは、2019年以降、テ
ロ、コロナ禍及び経済危機により社会経済環境が激変しており、上記調査の前提となる交通量の見通しが
変容している可能性がある。他方、2023年のIMFプログラム承認以降、経済は回復の基調にあり、2024

年には実質GDP成長率5％を達成した。依然としてコロンボ都市圏における交通渋滞等の問題は課題とし
て残っており、かかる課題が深刻化する前に、経済危機後の変容を踏まえた現状分析と財政制約を踏まえ
た適切な政策及び計画を立案することが不可欠である。 

　このような背景の下、本調査は、各機関の既存の取組や教訓、関連政策・計画・調査のレビュー、現地
調査、関係機関との協議等を通じて、コロンボ都市圏の都市交通改善に向けて、JICAの協力の方向性を
検討することを目的とする。 

 

【目的】 

本調査は、各機関の既存の取組や教訓、関連政策・計画・調査のレビュー、現地調査、関係機関との協議
等を通じて、コロンボ都市圏の都市交通改善に向けて、JICAの協力の方向性を検討することを目的とす
る。 

 

【業務内容】 

本業務の業務従事者は、技術協力プロジェクトの仕組み及び手続きを十分に把握の上、他の業務従事者や
調査団員として派遣されるJICA職員等と協議･調整しつつ、担当分野に係る協力計画策定に必要な調査を
行う。

【業務担当分野】都市交通計画 

【人月合計】約1.45人月 

【現地派遣期間】2026年1月11日～1月31日 

【渡航回数】1回 

【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。

25a00625000000 スリランカ国コロンボ都市圏における都市交通調査（都市交通計画）

公示日（予定） 2025年11月5日 社会基盤部都市・地域開発グループ
業務実施契約（単独型）－調査団
参団
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

コンサルタント等契約（業務実施単独型）（2025年10月29日）
これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）
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履行期間（予定） 2025年12月15日 2026年2月27日 企画競争

【背景】 

スリランカでは人・貨物輸送の90％以上が道路網に依存しており、特に西部州のコロンボ都市圏では交通
量の急増により深刻な渋滞が発生していた。JICAは2012～2015年にコロンボ都市交通調査プロジェクト
（以下、CoMTrans）を実施し、上記のような交通量の増加を前提に2035年を目標とする都市交通計画
（CoMTrans都市交通マスタープラン）を策定した。しかしながら、スリランカでは、2019年以降、テ
ロ、コロナ禍及び経済危機により社会経済環境が激変しており、上記調査の前提となる交通量の見通しが
変容している可能性がある。他方、2023年のIMFプログラム承認以降、経済は回復の基調にあり、2024

年には実質GDP成長率5％を達成した。依然としてコロンボ都市圏における交通渋滞等の問題は課題とし
て残っており、かかる課題が深刻化する前に、経済危機後の変容を踏まえた現状分析と財政制約を踏まえ
た適切な政策及び計画を立案することが不可欠である。 

　このような背景の下、本調査は、各機関の既存の取組や教訓、関連政策・計画・調査のレビュー、現地
調査、関係機関との協議等を通じて、コロンボ都市圏の都市交通改善に向けて、JICAの協力の方向性を
検討することを目的とする。 

 

【目的】 

本調査は、各機関の既存の取組や教訓、関連政策・計画・調査のレビュー、現地調査、関係機関との協議
等を通じて、コロンボ都市圏の都市交通改善に向けて、JICAの協力の方向性を検討することを目的とす
る。 

 

【業務内容】 

本業務の業務従事者は、技術協力プロジェクトの仕組み及び手続きを十分に把握の上、他の業務従事者や
調査団員として派遣されるJICA職員等と協議･調整しつつ、担当分野に係る協力計画策定に必要な調査を
行う。

【業務担当分野】都市計画 

【人月合計】約1.45人月 

【現地派遣期間】2026年1月11日～1月31日 

【渡航回数】1回 

【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。

25a00626000000 スリランカ国コロンボ都市圏における都市交通調査（都市計画）

公示日（予定） 2025年11月5日 社会基盤部都市・地域開発グループ
業務実施契約（単独型）－調査団
参団
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

コンサルタント等契約（業務実施単独型）（2025年10月29日）
これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

★ 調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2025年12月15日 2026年2月27日 企画競争

【背景】 

スリランカでは人・貨物輸送の90％以上が道路網に依存しており、特に西部州のコロンボ都市圏では交通
量の急増により深刻な渋滞が発生していた。JICAは2012～2015年にコロンボ都市交通調査プロジェクト
（以下、CoMTrans）を実施し、上記のような交通量の増加を前提に2035年を目標とする都市交通計画
（CoMTrans都市交通マスタープラン）を策定した。しかしながら、スリランカでは、2019年以降、テ
ロ、コロナ禍及び経済危機により社会経済環境が激変しており、上記調査の前提となる交通量の見通しが
変容している可能性がある。他方、2023年のIMFプログラム承認以降、経済は回復の基調にあり、2024

年には実質GDP成長率5％を達成した。依然としてコロンボ都市圏における交通渋滞等の問題は課題とし
て残っており、かかる課題が深刻化する前に、経済危機後の変容を踏まえた現状分析と財政制約を踏まえ
た適切な政策及び計画を立案することが不可欠である。 

　このような背景の下、本調査は、各機関の既存の取組や教訓、関連政策・計画・調査のレビュー、現地
調査、関係機関との協議等を通じて、コロンボ都市圏の都市交通改善に向けて、JICAの協力の方向性を
検討することを目的とする。 

 

【目的】 

本調査は、各機関の既存の取組や教訓、関連政策・計画・調査のレビュー、現地調査、関係機関との協議
等を通じて、コロンボ都市圏の都市交通改善に向けて、JICAの協力の方向性を検討することを目的とす
る。 

 

【業務内容】 

本業務の業務従事者は、技術協力プロジェクトの仕組み及び手続きを十分に把握の上、他の業務従事者や
調査団員として派遣されるJICA職員等と協議･調整しつつ、担当分野に係る協力計画策定に必要な調査を
行う。

【業務担当分野】環境社会配慮／気候変動 

【人月合計】約1.45人月 

【現地派遣期間】2026年1月11日～1月31日 

【渡航回数】1回 

【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。

25a00627000000 スリランカ国コロンボ都市圏における都市交通調査（環境社会配慮／気候変動）

公示日（予定） 2025年11月5日 社会基盤部都市・地域開発グループ
業務実施契約（単独型）－調査団
参団
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

コンサルタント等契約（業務実施単独型）（2025年10月29日）
これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2025年12月15日 2026年2月27日 企画競争

【背景】 

スリランカでは人・貨物輸送の90％以上が道路網に依存しており、特に西部州のコロンボ都市圏では交通
量の急増により深刻な渋滞が発生していた。JICAは2012～2015年にコロンボ都市交通調査プロジェクト
（以下、CoMTrans）を実施し、上記のような交通量の増加を前提に2035年を目標とする都市交通計画
（CoMTrans都市交通マスタープラン）を策定した。しかしながら、スリランカでは、2019年以降、テ
ロ、コロナ禍及び経済危機により社会経済環境が激変しており、上記調査の前提となる交通量の見通しが
変容している可能性がある。他方、2023年のIMFプログラム承認以降、経済は回復の基調にあり、2024

年には実質GDP成長率5％を達成した。依然としてコロンボ都市圏における交通渋滞等の問題は課題とし
て残っており、かかる課題が深刻化する前に、経済危機後の変容を踏まえた現状分析と財政制約を踏まえ
た適切な政策及び計画を立案することが不可欠である。 

　このような背景の下、本調査は、各機関の既存の取組や教訓、関連政策・計画・調査のレビュー、現地
調査、関係機関との協議等を通じて、コロンボ都市圏の都市交通改善に向けて、JICAの協力の方向性を
検討することを目的とする。 

 

【目的】 

本調査は、各機関の既存の取組や教訓、関連政策・計画・調査のレビュー、現地調査、関係機関との協議
等を通じて、コロンボ都市圏の都市交通改善に向けて、JICAの協力の方向性を検討することを目的とす
る。 

 

【業務内容】 

本業務の業務従事者は、技術協力プロジェクトの仕組み及び手続きを十分に把握の上、他の業務従事者や
調査団員として派遣されるJICA職員等と協議･調整しつつ、担当分野に係る協力計画策定に必要な調査を
行う。

【業務担当分野】インクルーシブ 

【人月合計】約1.45人月 

【現地派遣期間】2026年1月11日～1月31日 

【渡航回数】1回 

【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。

25a00628000000 スリランカ国コロンボ都市圏における都市交通調査（インクルーシブ）

公示日（予定） 2025年11月5日 社会基盤部都市・地域開発グループ
業務実施契約（単独型）－調査団
参団
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

コンサルタント等契約（業務実施単独型）（2025年10月29日）
これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2025年12月19日 2026年2月27日 企画競争

【背景】インドネシアは2045年までの先進国入りを目指す国家ビジョン「ゴールデン・インド
ネシア2045」を掲げ、年率8％の経済成長実現に取り組んでいる。労働省は人的資源育成や労
働者保護に重要な役割を担っているが、若年層の失業率は約16％と高く、労働市場の約6割を
占めるインフォーマル労働者は現行制度で十分に保護されていない状況である。社会保障面で
は、年金制度は特にインフォーマル労働者に対する退職後保障が不十分である。さらに、イン
ドネシアは2023年に高齢化社会に入り、2047年には高齢社会となる見込みであり、産業人材
の育成と高齢化対策の両立が求められている。こうした状況を踏まえ、インドネシア政府は日
本政府に対し、社会保障・労働政策アドバイザーの派遣を要請した。上記アドバイザーは、人
口ボーナス期を活かした経済成長と高齢社会への対応を両立するため、日本の経験に基づく助
言と技術支援を行うこととしている。 

【目的】インドネシアの労働・社会保障分野における現在直面している課題と中長期的な課題
を分析し、その分析結果から日本の経験の適用可能性を検討した上で、上記アドバイザーの協
力の成果・活動等を整理し、JICAの今後の協力の方向性を分析・提示することを目的とする。
 

【業務内容】インドネシアの労働・社会保障分野においておける現在直面している課題及び現
在の労働政策の方針を確認し、人口動態の変化を見据えた中長期的な課題を分析する。我が国
はこれまでもインドネシアの労働・社会保障分野への協力を実施してきた。既往案件による協
力に関しても成果や課題等を確認し、上記アドバイザーの成果・活動等の整理やJICAの今後の
協力の方向性の検討に活用する。

【業務担当分野】労働政策分析 

【人月合計】1.22人月 

【現地派遣期間】2026年1月中旬～2026年1月下旬 

【渡航回数】1回 

【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があ
ります。

25a00656000000 インドネシア国社会保障・労働政策に係る情報収集・分析調査（政策分析）

公示日（予定） 2025年11月12日
人間開発部高等教育・社会保障グ
ループ

業務実施契約（単独型）－調査・
研究業務

7



注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

コンサルタント等契約（業務実施単独型）（2025年10月29日）
これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

★ 調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2025年12月22日 2027年12月21日 企画競争

【背景】カンボジアは、若年層を中心とした労働力や積極的な外国投資の呼び込みを背景に、
COVID-19の影響により落ち込んだものの2021年以降はプラス成長に転じ、2023年のGDP成長
率は5.0％となった。一方で、建設・不動産セクターは不況が長引き、不良債権の増加をもたら
している。建設・不動産セクターでは、2019年6月にプレアシハヌーク州で大規模な崩壊事故
が発生する等、建築物の安全性確保や適切な行政枠組みの整備が求められていた。そのような
中、国土交通省は、2017年より国土管理・都市計画・建設省（以下、「MLMUPC」とい
う。）に対し、建設法の策定支援を行い、2019年11月に同法が公布・施行された。カンボジア
政府の国家開発戦略である「第一次五角形戦略」（2023年8月）においては、戦略の柱の一つ
である「強靭で持続可能かつ包摂的な開発」の中で、「都市管理と近代化の強化」を優先課題
として掲げている中、建設行政に係るMLMUPCの能力の強化が必要とされており、我が国に対
して「建設法施行・ 建設技術基準整備アドバイザーの要請が接到した。 

【目的】 

- 建設技術基準案が作成され、運用に向けた能力・体制が強化される。  

- 建設技術基準を用いた建築確認検査に係る政令・省令案が最終化され、実施手順案や体制案
が作成される。 

- 国立建設試験場に対して建設材料試験に係る知見が共有される。 

【業務内容】本業務従事者は、MLMUPCをカウンターパート（以下「C／P」）機関とし、C／
Pと共にカンボジア国の建設技術基準（建設技術規制）策定とその建築確認検査での活用に向
けた活動を行う。また、他ドナーの会合等に参加し、知見の共有を行うことが期待される。

【業務担当分野】建設法施行・ 建設技術基準整備アドバイザー
 

【人月合計】8.0人月 

【現地派遣期間・渡航回数】1回当たりの現地派遣期間は約25日
間、渡航回数6回を想定 

【関連報告書公開情報】 

・カンボジア国建設法 JETRO和訳　202004 

・カンボジアの建築基準規制　一般社団法人 建築・住宅国際機
構 (IIBH) 

・カンボジアの建築基準規制　国土交通省 

・建設業に関する外資規制等　カンボジアの建設業に関する外
資規制等 

・海外建設・不動産市場データベース　国土交通省 

【その他留意事項】 

・プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。

25a00538000000 カンボジア国建設法施行・建設技術基準整備アドバイザー業務

公示日（予定） 2025年11月12日 社会基盤部都市・地域開発グループ
業務実施契約（単独型）－専門家
業務
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

コンサルタント等契約（業務実施単独型）（2025年10月29日）
これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2026年1月19日 2026年11月30日 企画競争

【背景】  

カンボジアでは、看護師に対する体系的な卒後研修制度がなく、各開発パートナーや国家プログラム等を
通じた研修が応急的に行われており、必ずしも現場のニーズに合った内容が提供されていない。そのた
め、看護師養成機関の卒業後、知識や技術を更新する機会の不足、現場で指導・管理できる人材の不足、
継続的なキャリア形成及び業務への意欲維持が困難といった課題を抱えており、保健医療サービスの質改
善のボトルネックとなっている。本事業は、当該国における保健医療サービス提供において重要な役割を
担う看護師の継続教育に焦点をあて、卒後研修制度改善による保健医療サービスの質の向上を目指すもの
として2021年12月に開始され、指導者養成研修や現任看護師研修を実施してきた。これらの研修実施に
あたり、研修管理業務を一元化することを目的とし、2024年10月にE-Learning Platform (ELP)の開発に
至ったが、ユーザビリティや操作性・機能性を向上させたシステムの再構築が必要となっている。  

【目的】  

・ELPの改修または新システムの導入にあたり、業者選定や調達過程における技術的支援を行い、開発業
者との調整を通じて、システムの円滑な構築を支援する。  

・保健省の担当者が、当該システムを適切に運用管理できるよう、技術的支援を行う。  

【活動内容】  

・プロジェクトやカウンターパート（CP）が提案した機能要件を業務フローと照らし合わせ精査し、調
達・契約に必要な書類を作成する  

・JICAカンボジア事務所が行う開発業者の選定・契約支援を行う  

・システム開発段階における仕様の確認を開発業者と行う  

・検収前の動作確認および修正要件の調整を行い、開発業者に修正を申し入れた上で、成果物の最終検収
を行う  

・保健省担当者に対するシステム運用管理の対面指導を行うと共に、プロジェクト終了後の保守運営につ
き助言する

【業務担当分野】 

研修システム開発管理 

【人月合計】 

3.48人月 

【現地派遣期間】 

2026年1月下旬から2026年11月下旬の間で、3.48人月を限度とした派遣
計画をプロジェクトの状況に合わせて立案する。 

【関連報告書公開情報】 

・案件概要表 

・専門家報告書 

・モニタリングシート 

【その他留意事項】 

プレ公示内容は変更の可能性があります。

25a00642000000 カンボジア国保健人材継続教育制度強化プロジェクト（研修システム開発管理）

公示日（予定） 2025年11月12日 人間開発部保健第二グループ
業務実施契約（単独型）－専門家
業務

9



注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

コンサルタント等契約（業務実施単独型）（2025年10月29日）
これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2026年1月6日 2026年2月10日 企画競争

【背景】ネパール政府は2015年の憲法において「基礎教育の無償・義務化」を定め、すべての
子どもに教育を受ける権利を保障した。学校教育セクター計画（SESP）では、障害のある子
どもを含むすべての児童・生徒が質の高い教育にアクセスできるよう、インクルーシブ教育の
推進が重点戦略・取り組みとして位置づけられている。 

しかし、公立学校では、教員の基礎的知識の獲得と障害配慮の視点の浸透、そして各種基準の
整備・実現が課題となっている。教育人材開発センター（CEHRD）は多数の研修コースを有
しているが、指導方法は従来型のレクチャー形式にとどまるなど、SESPの目標達成に十分に
寄与しているとは言い難い。  

以上の現状を踏まえて、JICA課題別事業戦略（グローバル・アジェンダ）「教育」の「誰ひと
り取り残さない教育改善クラスター」及び「社会保障・障害と開発」の「障害インクルーシブ
な開発」に基づき、ネパールにおいてインクルーシブ教育の推進と学校現場での実施強化を図
るため、教員の職能開発（TPD）を通じた障害主流化を実現・促進すべく、インクルーシブ教
育の知見を有する障害児教育分野の専門家を派遣することとした。 

 

【目的】CEHRDと連携し、TPDを通じて障害主流化の実現に資する基礎的な研修コンテンツ
の開発および中核人材の能力強化を行い、もって公立学校教員の障害児への支援・指導に関す
る基礎的理解の定着に向けた基盤を整備する。 

 

【業務内容】本業務従事者は、ネパールのインクルーシブ教育・障害児教育に関する政策・制
度を文献・実施面から整理し、TPD制度内での位置づけやドナー支援を含む現状を分析する。
加えて、教員が理解しておくべき障害児への支援・指導に関する基本概念を盛り込んだ研修の
基礎セッションのコンテンツを開発し、教材・指導書を整備する。州教育研修センター指導員
への研修を行い、各州で開発コンテンツが活用されるよう指導する。

【業務担当分野】インクルーシブ教育、障害主流化 

【人月合計】1.3人月 

【現地派遣期間】2026年1月初旬～2026年2月初旬、 

【渡航回数】1回 

【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があ
ります。

25a00672000000 ネパール国障害主流化アドバイザー業務

公示日（予定） 2025年11月12日 人間開発部基礎教育グループ
業務実施契約（単独型）－専門家
業務
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

コンサルタント等契約（業務実施単独型）（2025年10月29日）
これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2025年12月19日 2026年2月20日 企画競争

【背景】 

JICAは、タンザニアにおいて「コメ振興能力強化プロジェクト」（TANRICE3）を2023年6月
より実施中である。 本事業は、稲作研修の持続性の向上、天水稲作技術を普及させるための研
修手法の確立・実践、農家の生産性・収益性をより高めるよう課題別研修の改善、灌漑稲作研
修の自立性の向上のための活動を行うことにより、適切なコメ生産技術が全国の優先コメ生産
地区の農家に普及することをもって、タンザニア全国のコメ生産量の増大に寄与することを目
的としている。今般、本案件の開始より2年半が経過することから、運営指導を実施し、本プ
ロジェクトの実績や成果を確認し、案件終了までの活動方針を定める予定である。 

 

【目的】 

プロジェクト開始から2年半での実績を調査し、PDM、POに照らして中間時点での進捗と成果
を確認する。抽出された課題に対し、案件終了までの期間の活動内容の調整、課題への対処方
法を提言し、必要に応じPDM、POの改定案を示すことを目的とする。 

【活動内容】 

本業務従事者は、プロジェクトの実績と成果について、必要なデータ、情報を収集し、具体的
な調査・分析を行った上で、課題を特定し、プロジェクト目標の達成及び持続性確保に向けた
提言を行う。 

本業務では、本運営指導の団員として、技術協力プロジェクトの仕組みおよび手続きを十分把
握の上、現地調査および同運営指導をJICAの他団員と共に実施し、調査結果を含む運営指導分
文書ならびに現地調査報告書を作成する。本業務では、本運営指導の団員として、技術協力プ
ロジェクトの仕組みおよび手続きを十分把握の上、現地調査および同運営指導をJICA専門員及
び職員と共に実施し現地調査報告書を作成する。

【業務担当分野】 

評価分析 

【人月合計】 

1.2人月 

 

【現地業務期間】 

2026年1月中旬から2026年1月下旬 

 

【渡航回数】 

１回 

 

【その他】 

プレ公示の内容は若干の変更の可能性があります。

25a00686000000 タンザニア国　コメ振興能力強化プロジェクト運営指導（評価分析）

公示日（予定） 2025年11月12日
経済開発部農業・農村開発第二グ
ループ

業務実施契約（単独型）－専門家
業務
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

コンサルタント等契約（業務実施単独型）（2025年10月29日）
これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2025年12月26日 2026年2月20日 企画競争

【背景】首都ビエンチャンは、面積3920キロメートルにラオス人口約765万人のうち約103万
人が居住し、近年の経済成長と人口増に伴い、急速な都市拡大が進行している。ラオス政府が
持続可能な都市開発を推進する中、日本は都市開発マスタープランの策定や土地利用計画の法
定計画化などの支援を続けてきており、現在は無償資金協力「チャオ・アヌウォン・スタジア
ム改築計画」を進めている。こうした背景の元、スタジアム自体だけでなくその周辺のインク
ルーシブな空間開発やアクセシビリティの確保、地区全体の活性化を通じて、公共事業運輸省
（MPWT）や首都ビエンチャン公共事業・運輸局（DPWT）等、関係機関のまちづくりに係る
能力向上支援が日本政府に要請された。 

【目的】本詳細計画策定調査は、プロジェクトの実施に先立ち、計画枠組み、実施体制、成果
と活動等を整理した上で、プロジェクトの内容を確認・協議し、プロジェクトの実施に係る合
意文書締結を行うことを目的とする。 

【業務内容】本業務の業務従事者は、技術協力プロジェクトの仕組み及び手続きを十分に把握
の上、他の業務従事者や調査団員として派遣されるJICA職員等と協議･調整しつつ、担当分野
に係る詳細計画策定のために必要な調査を行う。

【業務担当分野】障害者社会参加促進／ジェンダー 

【人月合計】0.97人月 

【現地派遣期間】2026年1月上旬～2026年1月下旬 

【渡航回数】１回 

【関連報告書公開情報】チャオ・アヌウォン・スタジアム改築
計画準備調査報告書 

【その他留意事項】 

・弊機構が別契約にて本調査に関連する「まちづくり／GIS」に
関する調査団員を確保する予定です。JICA直営団員のみなら
ず、当該団員とも協働して業務にあたることが求められます。 

・プレ公示の内容（履行期間等）は若干の変更の可能性があり
ます。

25a00648000000
ラオス国スタジアムを中心としたまちづくり・エリアマネジメント能力強化プロジェクト詳
細計画策定調査（障害者社会参加促進／ジェンダー）

公示日（予定） 2025年11月19日 社会基盤部都市・地域開発グループ
業務実施契約（単独型）－調査団
参団
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

コンサルタント等契約（業務実施単独型）（2025年10月29日）
これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2025年12月26日 2026年2月20日 企画競争

【背景】首都ビエンチャンは、面積3920キロメートルにラオス人口約765万人のうち約103万
人が居住し、近年の経済成長と人口増に伴い、急速な都市拡大が進行している。ラオス政府が
持続可能な都市開発を推進する中、日本は都市開発マスタープランの策定や土地利用計画の法
定計画化などの支援を続けてきており、現在は無償資金協力「チャオ・アヌウォン・スタジア
ム改築計画」を進めている。こうした背景の元、スタジアム自体だけでなくその周辺のインク
ルーシブな空間開発やアクセシビリティの確保、地区全体の活性化を通じて、公共事業運輸省
（MPWT）や首都ビエンチャン公共事業・運輸局（DPWT）等、関係機関のまちづくりに係る
能力向上支援が日本政府に要請された。 

【目的】本詳細計画策定調査は、プロジェクトの実施に先立ち、計画枠組み、実施体制、成果
と活動等を整理した上で、プロジェクトの内容を確認・協議し、プロジェクトの実施に係る合
意文書締結を行うことを目的とする。 

【業務内容】本業務の業務従事者は、技術協力プロジェクトの仕組み及び手続きを十分に把握
の上、他の業務従事者や調査団員として派遣されるJICA職員等と協議･調整しつつ、担当分野
に係る詳細計画策定のために必要な調査を行う。

【業務担当分野】まちづくり／GIS 

【人月合計】0.97人月 

【現地派遣期間】2026年1月上旬～2026年1月下旬 

【渡航回数】１回 

【関連報告書公開情報】チャオ・アヌウォン・スタジアム改築
計画準備調査報告書 

【その他留意事項】 

・弊機構が別契約にて本調査に関連する「障害者社会参加促進
／ジェンダー」に関する調査団員を確保する予定です。JICA直
営団員のみならず、当該団員とも協働して業務にあたることが
求められます。 

・プレ公示の内容（履行期間等）は若干の変更の可能性があり
ます。

25a00649000000
ラオス国スタジアムを中心としたまちづくり・エリアマネジメント能力強化プロジェクト詳
細計画策定調査（まちづくり／GIS）

公示日（予定） 2025年11月19日 社会基盤部都市・地域開発グループ
業務実施契約（単独型）－調査団
参団
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注１）

注２）

注３）

注４）

注５）

コンサルタント等契約（業務実施単独型）（2025年10月29日）
これらの案件は、予定段階のものであり、あくまでも現時点での案件概要を示したものです。今後、情勢等の変化により、案件の中止を含め、内容・実施時期等を変更する可能性があります。
あらかじめご承知おきください。

プレ公示段階での質問回答実施は業務実施契約のみとなります。単独型は対象外としておりますのでご留意ください。
また、質問回答以外のお問い合わせについては、公平性を期するため受付しておりませんことご了承願います。

公示日（予定）の上欄に「★」がある案件は、記載の公示日（予定）にむけ、調達準備手続きを開始した案件を指します。    

コンサルタント等契約の直近の制度変更についてはJICAウェブサイト「調達情報＞お知らせ」を適宜ご確認下さい。（https://www.jica.go.jp/announce/information/index.html）

2022年11月２日以降の公示、2022年12月中旬以降の新規契約締結分につき、原則、契約書への電子署名を導入します。（https://www.jica.go.jp/announce/information/20221021_01.html）

調達管理番号 調達件名

担当部課 業務種別

～ 選定方法

業

務

内

容

留

意

事

項

履行期間（予定） 2026年1月13日 2026年2月12日 企画競争

【背景・目的】ミャンマーにおける投資環境及び経済政策のギャップ、具体的には既存の政策
と国際的なベストプラクティスとの不一致、主要経済セクターにおける政策目標と実際の成果
とのミスマッチを明らかにする。  

【活動内容】ミャンマーでの経済活動実績のある国内企業および投資家を対象としたインタ
ビュー調査を行い、過去と現在の両方においてミャンマー政府の政策、あるいは必要な制度や
市場の不在などの欠陥から生じる課題に関する一次データを収集する。

【業務担当分野】インタビュー調査およびデータ収集 

【人月合計】1人月 

【現地派遣期間および渡航回数】現地派遣予定なし 

【関連報告書公開情報】特になし  

【紛争影響地域の特例】特になし 

【厳格な情報管理の要否】特になし 

【安全管理に係る業務上の制約等】特になし 

【その他留意事項】プレ公示の内容は若干の変更の可能性があ
ります。

25a00261000000 ミャンマー国投資環境及び経済政策に関する調査（国内業務）

公示日（予定） 2025年11月19日
緒方貞子平和開発研究所緒方貞子平
和開発研究所直下

業務実施契約（単独型）－調査・
研究業務
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